
    ごあいさつ 栃木県生活協同組合連合会 会長理事 竹内明子

6月 28日、第 47回通常総会を滞りなく終了する

ことができました。また、県連参加の単位生協、

団体も総代会を 7 月末に迎える 1 会員を除き、

無事終了致しました。多くの皆様のご協力に対し、

心から御礼申し上げます。 

 今、人と人とのつながりは希薄化しています。

その上、平和という文字からほど遠い 7 名の方が

殺害されたバングラディッシュでのテロ事件、沖

縄で立て続けに起こる米軍が関わる事件、更にイ

ギリスの EU 離脱による経済の不透明化と私たち

を取り巻く環境は目に見えて不安定さを増してい

ます。他にも、拡大する格差の中で深刻化する貧

困問題、被害者が後を絶たない消費者問題、加速

する高齢化に伴うように 2 週間に 1 度の割合で 

起きているという介護殺人、数え上げればきりが

ありません。こうした問題は社会的な課題である

ことはもちろんですが、人が起こす問題である以

上、人と人とのつながりが築かれていれば、その

一部なりとも防げることがあるのではないかと

思えるのです。 

生活協同組合は共に助け合い、くらしを豊かに

していくことを目指しています。そして、この生

協の使命をもっと地域の中で発揮していくこと

が大切であり、課題であると考えています。今年

度も多くの皆様とご一緒に、住み良い地域づくり

に力を尽くしてまいりたいと思っております。ど

うぞご指導ご鞭撻を頂けますことをお願い申し

上げます。 
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第47回通常総会のご報告と、2016年度 栃木県生活協同組合連合会の活動方針 

6月28日(火)総会を開催し、第1号議案から第5号議案まで、議案はすべて承認されました－ 

◎１号議案 2015年度事業報告・決算報告・剰余金処分案承認の件及び監査報告 

◎２号議案 2016年度事業計画及び予算承認の件 

◎３号議案 第５次中期計画のまとめと第６次中期計画設定の件 

◎４号議案 役員選任の件 

◎５号議案 役員（理事、監事）報酬枠承認の件
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会長理事  竹内明子 

副会長理事 金澤典功 

副会長理事 伊藤和夫 

専務理事  中田和良 

常務理事  林克則 

常務理事  和久井克孝 

常務理事  江波戸佳子

変化していく社会環境と経済環境の中、県連に求められる役割も変化しています。 

今後も社会的な役割を発揮できるよう、第6次中期計画(2016年～2018年)に沿って活動をすすめます。

●会員の活動に対する支援と貢献 
県内生協間のネットワークを推進します 

学習会の強化…社会情勢に合った様々な問題点や、協同組合の基礎を学べるよう、 

役職員向けの定期学習会を継続します。また、平和の取り組みについても継続します 

●社会的なネットワークづくり 
食の安全ネットワークの活動推進 

消費者ネットワークの活動推進 

食と農をつなげる会の開催 

適格消費者団体の母体となる「NPO法人とちぎ消費者リンク」に加入します 

●生協の社会的な役割発揮 
被災者支援 

行政・各団体との協働活動と、行政の審議会、懇談会への参加をすすめます 

県議会、報道機関などとの懇談を実施します 

協同組合の理念・原則を継承した取り組みを広げます 








